
　小金井市議会基本条例第１２条に基づき、議会報告会を
開催します。
　皆様のご参加をお待ちしております。
日　時：１０月２３日（日）午後 ３時～午後 ５時
会　場：萌え木ホール（商工会館 ３階）
その他：▶手話通訳あり　▶保育あり
　　　　（保育は１０月１４日までに事前申込）
問合先：議会事務局（☎０４２－３８７－９９４７）
　　　　　　　　　　（FAX０４２－３８７－１２２５）

議会基本条例に基づく
� 議会報告会を開催します

小金井市議会は、平成２３年（２０１１年） ３月、市民の陳情書を採択し
たことを受け、議会運営委員会及び全会派の代表者による議会基本条
例策定代表者会議において、５年余にわたり協議を進めてきました。
昨年、議会だより特集号（平成２７年 ８ 月１１日発行）で条例（案）を
お知らせするとともに、市民説明会の開催や、パブリックコメントを
実施しました。市民の皆様のご意見も参考に更に練り上げ、平成２８年
第 １回定例会において、全会一致で条例を可決しました。関係例規を
整備し、 ８月 １日に条例が施行されました。
今後も、小金井市議会は、市民の負託に応え、福祉の増進及び市政
の発展に向けて活動してまいります。

小金井市議会では、これまでも議会改革に取り組んでまいりましたが、条例制定により目的達成を目指してまいります。

市政の発展に向け活動するための、小金井市議会の最高規範が制定されました。
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　自由闊達な質疑の保障
かっ

　少数会派も認め合う議会

　政務活動費の全ての領収

　書または支払証明書の
　提出義務と情報公開

　ほぼ全ての会議のインタ
　ーネット配信
　　　　　　　　　など
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